
資料１

生物多様性に関する環境保全措置

（今後の協議の進め方の確認）

静岡市

２０26年４月21日



【生態系保全について】静岡市協議会における今後の協議 （第25回協議会 2026.2.27決定）

１．代表的地点（特に影響が大きいと予測される沢）において、環境調査を行う。

２．環境調査を行いながら、具体的な代償措置を決定するための方法の考え方をあらかじめ整理しておく。

３．環境調査結果に基づき、代表的地点の具体的な代償措置を決定する。

４．代表的地点の具体的代償措置を参考にし、具体的代償措置の基本的考え方を決定。

５．県生物多様性部会専門部会における代償措置の基本的考え方について確認する。

６．全体の進め方と今後の追加調査、順応的管理計画について合意する。

７．ここまで詰めた上で、事業に着手可とする。

※ 実施する調査やモニタリングの結果により、随時、対応や保全措置を変更していく（順応的管理）。

・市協議会では、トンネル湧水の発生に伴い、地下水位の低下と表流水への影響が確実に起こることを前提に、生態系への影
響について議論してきた。

・JR東海により、代表的地点の詳細な現地調査が行われ、調査結果を待つことなく、調査と並行して具体的な代償措置の
検討を進めてきた。

・代表的地点で代償措置の検討を行い、代表的地点での代償措置の正当性が確認できたら、他の沢での代償措置の検討に
も適用することができる。

今後の進め方
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今回の協議



南アルプスの自然環境保全の取り組みと代償措置の考え方 （第25回協議会 2026.2.27決定）
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希少生物（植物・ヤマトイワナ以外）の減少

「今後の主な対話項目【生物多様性関連】」（静岡県）

３ 回避・低減措置及び代償措置

（３）生物への影響を予測し、「損なわれる環境の『量』と『質』を評価」
した上での、「それに見合う新たな環境の創出」等の環境保全措置

次回以降、県生物多様性部会専門部会において、静岡市が議論してきた
高山植物の『量』的代償措置、希少植物・ヤマトイワナの『質』的代償措置以
外の保全措置等についても議論される予定となっている。

次回の市協議会において、県専門部会における希少生物の環境保全措置を確認した上で、代償措置全体の最終評価を行う。

それを踏まえ、静岡市としての最終判断を行う。
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